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次
世
代
育
成
支
援
の
観
点
か
ら
、

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
が
出
産

を
行
っ
た
際
に
、
出
産
前
後
の
一
定

期
間
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ

れ
る
制
度
が
４
月
１
日
か
ら
始
ま
り

ま
す
。

出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら
提

出
可
能
で
す
の
で
、
町
民
福
祉
課
町

民
生
活
グ
ル
ー
プ
ま
で
お
越
し
く
だ

さ
い
（
受
付
開
始
は
４
月
か
ら
）。

◦
対
象
者

「
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
」

（
自
営
業
者
・
農
業
者
と
そ
の
家
族
、

学
生
、
無
職
の
方
な
ど
）
で
出
産
日

が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
の
方
。

※
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者

（
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
の
国
民
年

金
第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
配
偶
者
）
は
、
こ
の
制
度
の
該

当
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

◦
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
期
間

出
産
日
ま
た
は
出
産
予
定
日
が
属

す
る
月
の
前
月
か
ら
４
カ
月
間
（
以

下
、「
産
前
産
後
期
間
」）
の
国
民
年

金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
多
胎
妊
娠
（
双
子
以
上
の

妊
娠
）
の
場
合
は
、
出
産
日
ま
た
は

出
産
予
定
日
が
属
す
る
月
の
３
カ
月

前
か
ら
６
カ
月
間
の
国
民
年
金
保
険

料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

※�

出
産
と
は
、
妊
娠
85
日
（
４
カ
月
）

以
上
の
出
産
を
い
い
ま
す（
死
産
、

流
産
、
早
産
さ
れ
た
方
を
含
み
ま

す
）。

※�

制
度
施
行
日
が
平
成
31
年
４
月
１

日
の
た
め
、
制
度
開
始
前
の
月
分

に
つ
い
て
は
該
当
に
は
な
り
ま
せ

ん
。

Ｑ
１
▽
産
前
産
後
期
間
の
免

除
は
、
年
金
額
を
計
算
す
る

と
き
に
免
除
期
間
と
し
て
扱

わ
れ
ま
す
か
？

Ａ
１
▽
産
前
産
後
期
間
と
し

て
認
め
ら
れ
た
期
間
は
、
将

来
、
被
保
険
者
の
年
金
額
を

計
算
す
る
際
は
、
保
険
料
を

納
め
た
期
間
と
し
て
扱
わ
れ

ま
す
。

Ｑ
２　
出
産
後
に
届
出
す
る

こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

Ａ
２
▽
出
産
後
で
も
届
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の

場
合
の
産
前
産
後
期
間
は
、

出
産
月
の
前
月
か
ら
出
産
月

の
翌
々
月
ま
で
の
４
カ
月
間

と
な
り
ま
す
。

Ｑ
３
▽
保
険
料
を
前
納
し
て

い
ま
す
が
、
産
前
産
後
期
間

の
保
険
料
は
還
付
さ
れ
ま
す

か
？

Ａ
３
▽
保
険
料
を
納
付
さ
れ

て
い
る
場
合
、
産
前
産
後
期

間
の
保
険
料
は
還
付
さ
れ
ま

す
。

Ｑ
４
▽
産
前
産
後
期
間
の
免

除
の
申
し
込
み
を
行
い
た
い

の
で
す
が
、
何
か
必
要
な
書

類
は
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
４
▽
届
書
を
提
出
す
る
場

合
に
は
、
母
子
保
健
手
帳
な

ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金

例
平
成
31
年
２
月
15
日
が

出
産
日
の
場
合

例
平
成
31
年
７
月
15
日
が

出
産
日
の
場
合

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
の
国
民
み
ん
な
が
加
入
す
る

大
切
な
制
度
で
す
。
一
人
で
も
多
く
の
方
に
国
民
年
金
に

つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
年
４
回
に
分
け
て
、

し
く
み
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

平
成
31
年
４
月
か
ら

国
民
年
金
保
険
料
の
産
前
産
後
期
間
の
免
除
制
度
が
開
始

平成31年
９
月
８
月
７
月
６
月
５
月
４
月

〇 〇 〇 〇 単
胎

〇 〇 〇 〇 〇 〇 多
胎

免除（４カ月）

免除（６カ月）

平成31年 平成30年
４
月
３
月
２
月
１
月
12
月
11
月

〇 × × × 単
胎

〇 × × × × × 多
胎

制度開始前免除

免除 制度開始前

産
前
産
後
期
間
の
免
除
制
度
に
つ
い
て
の
Ｑ
＆
Ａ

学
生
納
付
特
例
制
度
は
、
所
得
の

少
な
い
学
生
の
方
が
、
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
を
先
送
り
（
猶
予
）
で

き
る
制
度
で
す
。
保
険
料
を
納
め
ら

れ
な
い
と
き
は
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、

学
生
納
付
特
例
を
申
請
し
ま
し
ょ

う
。

◦
学
生
納
付
特
例
の
メ
リ
ッ
ト

病
気
や
け
が
で
障
害
が
残
っ
た
と

き
も
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に

必
要
な
期
間
（
受
給
資
格
期
間
）
に

算
入
さ
れ
ま
す
。

◦
対
象
者

大
学
（
大
学
院
）、
短
大
、
高
等

学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校

等
に
在
学
さ
れ
る
学
生
の
方
で
、
本

人
の
前
年
所
得
が
「
１
１
８
万
円
＋

扶
養
親
族
等
の
数
×
38
万
円
」
以
下

の
方
が
対
象
で
す
。

◦
学
生
納
付
特
例
期
間
の
年
金

将
来
受
け
取
る
年
金
の
受
給
資
格

期
間
に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金

額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た

期
間
は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た

と
き
に
比
べ
、
将
来
受
け
取
る
年
金

額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
補

う
た
め
に
、
学
生
納
付
特
例
が
承
認

さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
は
、
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
納
め
る
こ
と（
追

納
）
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
保
険
料
の
追
納
に
あ
た
っ

て
は
申
込
書
の
提
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
苫
小
牧
年
金
事
務
所
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◦
手
続
き

町
民
福
祉
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ

ま
た
は
苫
小
牧
年
金
事
務
所
に
①
年

金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
が
分

か
る
も
の
、
②
平
成
31
年
度
有
効
の

学
生
証
（
コ
ピ
ー
の
場
合
は
両
面
）

ま
た
は
在
学
証
明
書
、
③
印
鑑
（
本

人
が
自
署
の
場
合
は
、
押
印
不
要
）

を
持
参
し
、
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

○
平
成
30
年
度
と
同
じ
学
校
等
に
在
学

す
る
方

日
本
年
金
機
構
か
ら
「
国
民
年
金
保

険
料
学
生
納
付
特
例
申
請
書
（
は
が
き

形
式
）」
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

必
要
事
項
を
記
入
し
返
送
す
る
と
、

平
成
31
年
度
（
平
成
31
年
４
月
～
平
成

32
年
３
月
）
も
学
生
納
付
特
例
の
申
請

手
続
き
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
学

生
証
の
コ
ピ
ー
や
在
学
証
明
書
の
添
付

は
不
要
で
す
。

○
在
学
す
る
学
校
等
に
変
更
の
あ
る
方

（
大
学
か
ら
大
学
院
へ
進
む
場
合
や
、

短
大
か
ら
４
年
生
大
学
に
編
入
す
る
場

合
）あ

ら
た
め
て
在
学
の
事
実
な
ど
に
つ

い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
学

生
証
の
コ
ピ
ー
や
在
学
証
明
書
を
お
持

ち
に
な
り
、
町
民
福
祉
課
町
民
生
活
グ

ル
ー
プ
ま
た
は
苫
小
牧
年
金
事
務
所
で

申
請
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
31
年
度
の
学
生
納
付
特
例
制
度
の

申
請
受
付
は
４
月
か
ら

相談・問い合わせ

ねんきん加入者ダイヤル　☎0570-003-004
受付時間　月曜～金曜日　８時30分～19時　第２土曜日　９時～17時
※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３日は利用できません。

町民福祉課 町民生活グループ（総合ケアセンターゆくり内）　☎26-7871
日本年金機構苫小牧年金事務所　☎0144-36-6135

KOKUMIN NENKIN

平成31年度の国民年金保険料

月額16,410円 
納付は口座振替が便利です。
また、前納すると割引がありお得です。
納付が難しい方は免除申請ができます。

平
成
30
年
度
に
学
生
納
付
特
例

承
認
を
受
け
て
、
平
成
31
年
度

も
承
認
を
受
け
た
い
と
き


